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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月9日(2018.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
 本発明の甘味剤としては、例えばスクラロース、アスパルテーム、ステビア、グリチル
チン、サッカリン、サッカリンナトリウム、アスパルテーム、アセスルファムＫ、ソーマ
チン、ネオテーム等の高甘味度甘味剤、アマチャ抽出物、砂糖、ブドウ糖、麦芽糖、果糖
、水飴、異性化糖、イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、乳果オリ
ゴ糖、大豆オリゴ糖、ラフィノース、トレハロース、乳糖、ソルビトール、マンニトール
、マルチトール、還元水飴、還元パラチノース、キシリトール、エリスリトールが好まし
い。このうち、特に好ましいのは、スクラロース、アスパルテーム、ステビア、グリチル
チン、サッカリン、サッカリンナトリウム、アスパルテーム、アセスルファムＫ、アマチ
ャ抽出物、ソーマチン、ネオテームであり、最も好ましいのはスクラロース、アスパルテ
ーム、アセスルファムＫ、ステビアまたはサッカリンナトリウムである。甘味剤の含有量
は、経口用組成物中１質量％～１０質量％が好ましく、４質量％～８質量％がより好まし
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い。また、甘味剤の含有量は、イブプロフェン１質量部に対して０．０２質量部以上が好
ましい。本発明の甘味剤としてスクラロースを配合する場合は、イブプロフェン１質量部
に対して０．０３質量部以上が好ましく、０．０５質量部以上がさらに好ましい。アスパ
ルテームを配合する場合は、０．０２質量部以上が好ましく、さらに好ましくは０．１７
質量部以上である。アセスルファムＫを配合する場合は、イブプロフェン１質量部に対し
て０．０２質量部以上が好ましく、０．２質量部以上がさらに好ましい。ステビアを配合
する場合は、イブプロフェン１質量部に対して０．００５質量部以上が好ましく、０．０
２質量部以上がさらに好ましい。サッカリンナトリウムを配合する場合は、イブプロフェ
ン１質量部に対して０．０２質量部以上が好ましく、０．２質量部以上がさらに好ましい
。
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